
  

 

 

 
 

●『危険箇所マップ』と『赤旗』の設置について 

平成８年度の水路での痛ましい事故をきっかけにして，PTAを中心に地区ごとの 

『危険箇所マップ』を発行し，二度とこのような事故が起きないように呼びかけています。 

 

『赤旗』についても PTA が中心となり江合川と清水川に毎年夏休み前に作成，設置をし

ています。 

 

◆保護者の皆様へのお願い 

① 自分の子供が歩いている通学路を『危険箇所』『赤旗』『四小連絡の家』の確認をしながら一緒に歩いてください。 

② 新たな危険箇所に気づいたら学校に連絡してください。 

③ 通学路での車の走行は，十分に注意を払いながら運転してください。 

④ この危険箇所マップは３年ごとに改訂をしますので，大切に保存してください。 

◎“見守りたい”，“連絡の家” について 

見守りたいの結成は平成１７年１月１３日，連絡の家はそれ

以前から，どちらもPTAと学校から委嘱しているものです。お

かげさまで，不審者の情報が多く，交通量が増える中で安全な

登下校ができていることに大変感謝しております。 

 

・・・各地図上のこのマークは連絡の家の場所を表しています。 

 

平成２７年１月２７日 作成 


